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資料ＧＦ作３－３ 

ラジオのギャップフィラーの混信検討について 



周波数帯（ＭＨｚ） 割当業務 備考 

４４－５０ 移動業務   

５０－５４ アマチュア業務   

５４－７４．８ 移動又は固定業務   

７４．８－７５．２ 航空無線航行業務   

７５．２－７６ 移動業務  音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局 

７６－１０８ 放送業務 ９９ＭＨｚ－１０８ＭＨｚはマルチメディ放送 

１０８－１１７．９７５ 航空無線航行業務   

１１７．９７５－１３７ 航空移動業務   

１３７－１３８ 移動衛星業務等（宇宙から地球）   

１３８－１４２ 航空移動業務   

ＦＭ放送用周波数とマルチメディア放送用周波数との関係による他の無線局への影響範囲
は放送用周波数の端から±３２ＭＨｚとなる。これらの範囲内の国内の割当は以下のとおり 

ＦＭ放送用周波数の隣接となる無線システムは下端で音声アシスト用無線電話用特定
小電力無線局（７５．８ＭＨｚ）、上端でマルチメディア放送（１０１．２８５７１４ＭＨｚ）となる。 

１．相互変調 

２．隣接周波数 

ギャップフィラーと関係する干渉対象無線システム 
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マルチメディア放送 
上端周波数：107.285714MHz 

FM放送 
下端周波数：76.1MHz 

約３２MHｚ 
約３２MHｚ 約３２MHｚ 

44MHｚ 140MHｚ 

表１ 周波数割り当て 



１．強電界環境におけるFM受信機の影響 

強電界強度環境では、受信機に障害を与える可能性があるため注意が必要。 

受信機入力部に強い信号が複数波加わると、安定動作領域でないため感度抑圧や相互変調などの
障害が発生する可能性がある。 

影響を受ける条件は、受信機個別性能、入力周波数、入力波数、入力電力等により劣化特性は異
なる。 

   特に、受信機の種類により大きく異なり傾向も見られる。 

 特に、相互変調周波数の関係にある場合は、低い入力電力においても受信劣化が生じる。 

受信機の種類 
強電界
の性能 

受信形態 受信高 アンテナ アンテナ利得 備 考 

カーステレオ 強い 移動 地上高2m 車載ｱﾝﾃﾅ（屋外） 0～-8dB程度 

ステレオセット 強い 固定 地上高4m 外部ｱﾝﾃﾅ（屋内外） 10～-5dB程度 

ラジカセ 弱い 固定 地上高4m ﾛｯﾄﾞｱﾝﾃﾅ（屋内） 0～-15dB程度 特に注意が必要 

携帯ラジオ 弱い 移動 地上高2m ｲﾔﾎﾝｱﾝﾃﾅ（屋内外） -5～-20dB程度 

評価試験については、比較的受信劣化が起きやすい（相互変調等の影響を受けやすい）ラ
ジカセ型受信機をモデルに干渉基準を検討した。 
なお、カーステレオやステレオコンポは、評価実験において影響がほとんど見られなかった。 

ＦＭ受信機に与える影響について 
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 市販されている受信機について、FM放送波を２～８波入力した場合と、その条件にV-Lowマルチメ
ディア放送を加えた場合の強電界環境（過入力状態）での受信機のS/N劣化を調査した。 

 試験受信機は、76～108MHｚまで受信可能な市販受信機を用意し、東京、大阪、広島で実際に使用し
ている周波数で、７１パターン、５機種の受信機で試験した。 

 試験の結果、受信機機種、周波数（相互変調周波数関係を含む）、FM受信波数などの条件により劣
化特性が大きく異なるが、最も特性が悪かったものはラジカセ型受信機であった。 

 S/N40dBを下回る特性が、FM受信波数により分類できたことから、その組合せの中から最も悪い振
る舞いをした代表データを示す。なお、カーオーディオ、ステレオコンポの受信機は、過入力時におい
てもS/N劣化は微小であり、S/N40dBを下回ることは無かった。 

ＦＭ放送波２～８波受信時の特性 ＦＭ放送波２～８波＋ＭＭ受信時の特性 

２．FM受信機の評価試験 

受信機評価試験 
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FM波数 
入力電力 

(dBm) 

電界強度（dBμV/m）※ 

76MHz 80MHz 88MHz 

マルチメディアなし 

1～2 18 100 100 101 

3～7 19 99 99 100 

8 23 95 95 96 

マルチメディアあり 

1～4 19 99 99 100 

5～7 20 98 98 99 

8 24 94 94 95 

※電界強度は、受信空中線をロッドアンテナ(－5dB)とした場合 

 最も特性が悪かったラジカセ型受信機において、７１通りの試験パターン結果からS/N40dBとなるFM受
信波数と入力電力の最悪値を整理した。 

 相互変調周波数は、マルチメディア放送の置局も踏まえ、次の強電界の放送区域が重なり合う場合は、
慎重な障害発生規模の推定が必要。 
また、相互変調関係が無い場合でも複数波による感度抑圧と思われる影響があることから、相互変
調の場合と同様に慎重な障害発生規模の推定が必要。 

４．障害発生規模の推定について（参考） 

  ◆市場に出回っている一部の受信機では、基本規格を満足していないものも確認されている。(平成10年度電気通信技術審議会答申） 
   ◆FM受信機の普及形態は変化し、地上高4ｍの屋外ｱﾝﾃﾅ-ｽﾃﾚｵｾｯﾄでの受信率は10％未満。(平成10年度電気通信技術審議会答申） 
   ◆過去にアナログテレビ放送の1～3chの大電力送信所があった地域については、強電界環境の受信耐性は保たれている場合が多い。 
   ◆具体的な受信障害発生規模の推定では、受信形態（屋外/屋内）における建物侵入損失、受信アンテナ型式/利得差、受信アンテナ高差による 
        電界低下損失、偏波面損失、電波伝搬損失（都市減衰等）、性能の劣っている受信機の普及率などを考慮し詳細の推定検討を行う。 

３．FM受信障害の発生目安 

受信機評価試験 
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強電界となる地域はギャップフィラーの送信アンテナの近傍と考えられるので検討に際しては、
自由空間伝搬において検討する。 

ギャップフィラーの空中線電力２５０ｍＷ、送信アンテナ利得７ｄＢで検討したところ、 
９０ｄＢμＶ／ｍ以上となる範囲は送信アンテナから５ｍ以内である。 
したがって、 

○他の無線システムや放送局への感度抑圧は送信点から５ｍ以内 
○他の無線システムへの他の放送局との相互変調も放送区域が９０ｄＢμＶ／ｍ以上
で重なり合う地域 

となる。 
 
このような地点は、送信アンテナ高が１０ｍであることなどから考えて、Ｐ２に示す他の無
線システムへの影響は極めて限定的と考えられ、特段の支障は無いものと認められる。 
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ギャップフィラーからの電波の電界強度を検討 



・航空無線業務との混信検討（念のため） 
ギャップフィラーからの電波が、航空機に搭載されているILS及びVOR受信機に対して与える影響について、国際民間航空条約の
ANNEX10に規定されているイミニティ保護レベル（表１）を満足するための最低離隔距離をITU勧告（ITU-R SM.1009-1）に掲載されてい
る以下の式１及び式２により計算した結果、ギャップフィラーの仕様等を表２のとおりに設定した場合、最小離隔距離は「1.4m」となるが、
航空機の運用形態や大きさ等を考慮すると、この最小離隔距離よりも近づくことは無いことから、混信問題は生じないものと認められる。 

【表４ 標準航行システムに関するイミュニティ保護レベル】 

ギャップ
フィラー 

【式１ GFからILS/VOR受信機への入力電力算出式】 

【式２ ILS/VOR受信機の入力電力算出式】 

【図１ GFと航空無線システムとの位置関係】 

【表５ 計算諸元】 

空中線電力 250mW （-6.02dBW） 

ｱﾝﾃﾅ利得等 5dB 

GF周波数 95MHz 

離隔距離 
100m（航空機の大きさ等を
考慮した値） 
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ギャップフィラーと航空無線システムとの共用条件検討 



 ギャップフィラーの周波数と他のFM放送局との２波３次の相互変調積が航空機に搭載されて
いるILS受信機に対して与える影響について、 ITU勧告（ITU-R SM.1009-1）の規定に基づき、
表６のとおり最悪条件でのパラメータで計算した結果、相互変調障害検討値は「-7.3dB≦0」と
なり、当該最悪条件のもとで特段の問題は生じないものと認められる。 

１．２波３次の相互変調周波数の検討 

２． ３波３次の相互変調周波数の検討 

【図２ ２波３次（2f1-f2）のモデルケース】 

【図３ ３波３次（2f1-f2）のモデルケース】 

【表６ 計算諸元（２波３次）】 

FM基幹局のERP 120kW 

GFのERP 0.25W 

ｱﾝﾃﾅ利得等 5dB 

FM基幹局周波数１（f1） 95MHz 

GF周波数（f2） 82MHz 

水平距離 0m 

FM基幹局の送信高 250m 

GF送信高 50m 

FM基幹局の最小離隔距離 0.14km 

GFからの最小離隔距離 0.34km 

計算結果 -7.3dB 

 ギャップフィラーの周波数と他のFM放送局との３波３次の相互変調積が航空機に搭載されて
いるILS受信機に対して与える影響について、 ITU勧告（ITU-R SM.1009-1）の規定に基づき、
表７のとおり最悪条件でのパラメータで計算した結果、相互変調障害検討値は「-5.2dB≦0」と
なり、当該最悪条件のもとで特段の問題は生じないものと認められる。 
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ギャップフィラーと航空無線システムとの相互変調周波数による影響の検討 

FM基幹局のERP 120kW 

GFのERP 0.25W 

ｱﾝﾃﾅ利得等 5dB 

FM基幹局周波数１（f1） 79MHz 

FM基幹局周波数２（f2） 92MHz 

GF周波数（f3） 95MHz 

水平距離 0m 

FM基幹局（１、２）の送信高 250m 

GF送信高 50m 

FM基幹局（１、２）の最小離隔距離 0.14km 

GFからの最小離隔距離 0.34km 

計算結果 -5.2dB 

【表7 計算諸元（３波３次）】 

ILS 

50
m

 25
0m

 

39
3m

 

15km 

FM基幹局 
（120kW） 

GF 
（0.25W） 

ILS受信機） 

航空機の進
入角（1.5°） 

ILS 

50
m

 25
0m

 

39
3m

 

15km 

FM基幹局１（120kW） 
FM基幹局２（120kW) 

GF 
（0.25W） 

ILS受信機） 

航空機の進
入角（1.5°） 

計算結果が０以下であ
ることから問題なし。 

計算結果が０以下であ
ることから問題なし。 



・ＦＭ放送局との混信検討 
FM放送局からの与干渉 
 平成１２年度電気通信技術審議会答申「諮問第１１４号 電波を使用する音声アシスタントシステ
ムの技術的条件」を検討するにあたり、右の「ＦＭ放送局強電界下における音声アシスタントシス
テム受信状況調査」のとおり調査を実施しており、放送波の電界強度が９０ｄＢμＶ／ｍ程度の場
合、音声アシスト無線の設置場所から６ｍ以内においては当該無線局からFM放送の電波から妨
害を受けないと評価されている。 
 
FM放送局への被干渉 
 また、放送波が最も弱くなる放送 
区域のフリンジ（48dBμV/m)におい 
て音声アシスト無線の実用域（0.08mW) 
では放送への妨害は無いと評価さ 
れている。  

音声アシスト用無線電話のイメージ 
周波数：７５．８ＭＨｚ、空中線電力：１０ｍＷ 

ギャップフィラーからの電波が強電界となる近傍は５ｍ以内であり、支障は無いものと認められる。 8 

音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局との干渉検討 



ガードバンド ０．４５７ＭＨｚ ４．１７１ＭＨｚ ６．１７１ＭＨｚ １２．１７１ＭＨｚ 

混信保護比（９セグメント） －９ｄＢ以上 －１６ｄＢ以上 －２０ｄＢ以上 －２５ｄＢ以上 

ギャップフィラーのＥＲＰ（Ｄ） －６ｄＢＷ（２５０ｍＷ） 

マルチメディア放送のＥＲＰ（Ｕ） 
３ｄＢＷ以下 

（２Ｗ） 
１０ｄＢＷ以下 

（１０Ｗ） 
１４ｄＢＷ以下 

（２５Ｗ） 
１９ｄＢＷ以下 

（７９Ｗ） 

※ 混信保護比は、平成２１年度情報通信技術審議会答申「諮問第２０２３号 放送システムに関する技術的条件のうち携帯端末向けマルチメ
ディア放送方式の技術的条件」から 

１． マルチメディア放送からFM放送局への被干渉は４ＭＨｚのガードバンドを確保していて

も、次表のとおりマルチメディア放送のＥＲＰが概ね１０Ｗ以下である必要があるが、全て
のマルチメディア放送が１０Ｗ以下となることは無く、現実的ではない。 
このため、マルチメディア放送を行う送信所付近では、その影響が避けられない。置局に
あたっては、マルチメディア放送からの影響を受けないよう十分に検討する必要がある。 

２．FM放送からマルチメディア放送への与干渉は、ギャップフィラーの空中線電力が２５０
ｍＷと小さく、マルチメディア放送に混信を与える恐れはない。 

ガードバンド ０．４５７ＭＨｚ 

混信保護比（９セグメント） －３６．５ｄＢ以上 

ギャップフィラーのＥＲＰ（Ｕ） －６ｄＢＷ（２５０ｍＷ） 

マルチメディア放送のＥＲＰ（Ｄ） －４２．６ｄＢＷ以上（０．０６ｍＷ） 
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マルチメディア放送との干渉検討 

表７ マルチメディア放送からFM放送局への被干渉の検討 

表８ FM放送局からマルチメディア放送への与干渉の検討 



周波数差 混信保護比 

0kHz 36dB 

100kHz 33dB 

200kHz 7dB 

300kHz -10dB 

400kHz -25dB 
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放送帯域内における他の放送局との混信保護比 

１ 自局が再放送を行う電波の予想電界強度値と上位の放送局の電波の電界強度値
とが、次の混信保護比（与干渉）を満足すること（現行規定） 

周波数差 混信保護比 

0kHz 60dB 

100kHz 55dB 

200kHz 40dB 

300kHz 10dB 

400kHz -20dB 

500kHz -30dB 

600kHz -40dB 

700kHz -50dB 

800kHz -60dB 

２ 放送波中継回線に対する自局の再放送を行う電波の予想電界強度値が、次の混
信保護比を満足すること（現行規定） 



 ギャップフィラーの仕様を下表のとおりとして、電波防護指針（電波法施行規則第２１条の３関係）への
適合性について、平成１１年郵政省告示第３００号（無線設備から発射される電波の強度の算出方法及
び測定方法）における計算式により検討した結果、電界強度の実効値、磁界強度の実効値及び電力束
密度のいずれの基準に対しても十分に満足していることから、特に支障は無いものと認められる。 

空中線入力電力：P ０．２５W 

アンテナの利得：G ２．２４倍（３．５ｄBd） 

アンテナから算出地点までの距離：R 
１０ｍ 
※想定される最も近い距離 

周波数：ｆ 
（波長：λ） 

９５MHｚ 
（３．１６ｍ） 

反射係数：K 
２．５６ 
 ※ 送信周波数が７６MHｚ以上で大地面の反射を考慮した場合の値 

磁力束密度S ＝ {（0.25×2.24）／（40π×102）}×2.56 = 0.000114（mW/cm2） 
電界強度の実効値E = 3700 × S = 0.65（V/m） 
磁界強度の実効値H = S ÷ 37.7 = 0.0017（A/m） 

計算結果 
 平成１１年郵政省告示第３００号における計算式により以下のとおり計算をした結果、電波防護指針の
規定値を十分に満足していることから、特に支障は無いものと認められる。 

【参考（電波防護指針の基準値）】 

電界強度の実効値 ： E（V/m） 磁界強度の実効値 ： H（A/m） 電力束密度 ： S（mW/cm2） 

27.5 0.0728 0.2 11 

電波防護指針の適合性 

表１０ ギャップフィラーの電波防護指針検討用モデル 



1W
空中線出力1Wの場合の
不要発射について

100μW 100μW

25μW 25μW

スプリアス領域 スプリアス領域
-46dBc -46dBc

‐900 +400 +500 +600 +700-700 -600 -500 -400-300 -200-100 0 +100+200 +300 +800 +900-800

帯域外領域
-40ｄBc

帯域外領域
-40ｄBc

空中線電力１Ｗ以下の場合の
スプリアス発射及び不要発射
の許容値 

１Ｗ以下 

（ｋＨｚ） 

空中線電力 

帯域外領域におけるスプリ

アス発射の強度の許容値 

 

スプリアス領域における不

要発射の強度の許容値 

１Ｗ以下 １００μＷ以下 ２５μＷ以下 

無線設備規則第７条（別表３号第５項（３））に示す次の基準値に適用することが適当と認め
られる。 
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スプリアス発射及び不要発射の許容値 



ギャップフィラーの受信点の条件 

受信点に関する条件１ 

 隣接波 

ｆ2 

受信良好な場所に 
ギャップフィラー局 

受信点 

同一周波数による再送信 
ｆ1 

ギャップフィラー
局上位局 

ｆ1 

ギャップフィラー局 
送信点 

受信点に関する条件２ 

既存ＦＭ放送局の電波を ４８ｄＢμＶ／ｍ以上の電界強度
で受信できるよう受信アンテナの利得、安定した放送波が
受信できる設置場所の確保等を行うこと。 

ギャップフィラーは非再生中継方式により中継を行うため、
放送波の隣接チャンネルも併せて再放送を行うことが想
定される。このため、ギャップフィラーの受信点における
受信電波から不要な隣接チャンネルの電波を排除する
よう、受信アンテナの位置や利得等の調整や地形等によ
る遮蔽等を活用し、スプリアス発射又は不要発射の強度
の許容値を超えないよう次項の条件を確保すること。  

 隣接波 

ｆ2 

ギャップフィラー局 
受信点 

隣接波ｆ2も再放送して 
しまう可能性がある 

ｆ1 

ギャップフィラー局
上位局 

ｆ1 

ギャップフィラー局 
送信点 

ｆ2 

帯域外領域 ±５００ｋＨｚ未満 １００μＷ
スプリアス領域 ±５００ｋＨｚ以上 ２５μＷ

空中線電力からの不要発射

13 



再放送を行う放送波の近傍（±３００ｋＨｚ以内）にある電波は、再放送を行う電波から右表のレベル差を
差引いたものより低いこと 

この条件を確保することが困難な場合は、再放送を行わないこと 

周波数間隔 
〔ＫＨｚ〕 

再送信 
を行う 
周波数 

ｆ１ 
【Ｐ】 

隣接波 
周波数 

ｆ2 

ギャップフィラーの空中線電力 

再放送を行う周波数の近傍（±３００ｋＨｚ） 

例 

再放送を行う電波 
からのレベル差【Ｌ】 

０ -100 -200 -300 -400 400 300 200 100 

14 

ギャップフィラーの受信点の条件 

再
放
送
を
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か
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の
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差
【
Ｌ
】 

［ｄＢ］ 

ギャップフィラーの空中線電力【Ｐ】 

［ｍＷ］ 0

5

10

15
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30
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受信設備に関する条件 

ギャップフィラーの受信電力から不要な隣接チャンネルの電波を排除するよう、次の帯域外減衰量を確
保すること。 

０ -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 800 700 600 500 400 300 200 100 

再放送を行う放送波 

１０ｄＢ以上減衰 

４０ｄＢ以上減衰 

中心周波数 

１０ｄＢ以上減衰 

４０ｄＢ以上減衰 

周波数間隔 
〔ｋＨｚ〕 

再放送を行う放送波の中心周波数
からの周波数差

再放送を行う放送波の電波の
レベルからの減衰量

±２００ｋＨｚ以上 １０ｄＢ以上

±２００ｋＨｚ超、±３００ｋＨｚ以下 ※

±３００ｋＨｚ超 ４０ｄＢ以上
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ギャップフィラーの受信設備の条件 

  参考 
  （ＡＲＩＢ－ＴＲ Ｂ１１ Ｐ．２８  「セラミックフィルタ」の特性値 
  「ＦＭ放送評価用受信機における設計マニュアル」） 

  ※ 減衰量[dB]＝0.3×｜周波数差｜[kHz]－50 



周波数差 混信保護条件 

100kHz超、200kHz未満 再放送を行う電波から下表①のレベル差を差引いたものより低いこと 

200kHz以上、300KHz未満 再放送を行う電波から下表①のレベル差-10dBを差引いたものより低いこと 

300KHz以上、400KHz未満 再放送を行う電波から下表①のレベル差-40dBを差引いたものより低いこと 

16 

放送帯域内における他の放送局からの混信保護条件 

３ 自局が再放送を行う電波毎の受信電界強度値とこれに隣接する他の放送局の電波
の電界強度値とが、次の混信保護条件（GF受信点における被干渉）を満足すること 

周波数差 混信保護比 

0kHz 36dB 

100kHz 33dB 

200kHz 7dB 

300kHz -10dB 

400kHz -25dB 

【参考】現行規定 

再
放
送
を
行
う
電
波 

か
ら
の
レ
ベ
ル
差
【Ｌ
】 

［ｄＢ］ 

ギャップフィラーの空中線電力【Ｐ】 

［ｍＷ］ 0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300

表① 空中線電力と隣接レベル 

周波数差 
混信保護比 

10mW 250mW 

100kHz超、200kHz未満 20dB 34dB 

200kHz以上、300KHz未満 10dB 24dB 

300KHz以上、400KHz未満 -20dB -6dB 

規定例 
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